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                     午前８時５８分～午前９時８分 
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第２７回 遠賀町農業委員会総会議事録 

 
１．   日時   令和元年９月１０日（火）午前８時５８分～午前９時８分 

 

２．   場所   遠賀町役場   車庫棟２階   第６会議室  

 

３．   出席委員（８名）  

     議  長 １番  三原  高志  

     副議長 ２番  安藤  敏生  

     委 員 ３番  瓜生  保司  

委 員 ４番  米田  かおる  

     委 員 ５番  矢野  英昭  

     委 員 ６番  芳村  正博  

委 員 ７番  松井   悟  

委   員  ８番  花川  健二  

 

４．   ９月の農業相談委員           

５番     矢野  英昭  委員  

６番     芳村  正博  委員   

 

５．   議事日程  

（１）付議案件  

①  農用地利用集積計画の承認について  

               ②  遠賀町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

の一部改正について  

       

６．   農業委員会事務局職員  

          事務局長        大場  繁雄  

        事務局職員    濱田  美孝  

事務局職員    高島  健次  

 

 

開  会     ８時   ５８分  
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議長     本日の出席委員は、農業委員８名中８名の出席となっておりま

す。農業委員の過半数の出席があり、総会が成立しています。 

よって、ただいまより第２７回遠賀町農業委員会総会を開会い

たします。  

 

議長     それでは次第の２、本日の農業相談員は５番矢野英昭委員、６  

番芳村正博委員が農業相談の当番ですが、相談の予約はありま  

せん。  

 

議長     次に本日の議案ですが、次第にありますように付議案件は農用

地利用集積計画関係１件、農業委員会規則改正関係１件となっ

ています。ご審議のほどよろしくお願いします。  

 

議長      なお本日の総会の会議書記ですが、事務局職員の濱田を指名

します。  

 

議長      では、付議案件について事務局より説明をお願いします。  

 

事務局     はい。それでは議案書の１ページをお開きください。  

      なお、今月は現地調査を伴う案件はございません。  

付議案件①農用地利用集積計画の承認についてでございます。

通常の利用権設定になります。今回は２件、合計２ ,４５０㎡

について承認を求めます。  

 

続きまして議案書の２ページをお開きください。  

付議案件②遠賀町農地利用最適化推進委員の選任に関する規

則の一部改正についてでございます。  

こちらは２ページに告示文、３ページに新旧対照表をつけてお

りますが、推進委員の推薦及び応募の資格について、欠格条項

から、成年被後見人及び被保佐人を削除するものです。今回の

改正の背景としましては、国の法律であります「成年被後見人

等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の

整備に関する法律」というものがこのたび成立したのですが、

これは、成年被後見人等の人権を尊重し、そのことを理由とし

て、不当に差別されないように、欠格条項その他の権利の制限

について見直しを行うもので、今後は一律に排除するのではな
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く、能力の有無等を個別的に審査・判断をしなければならなく

なります。この法律の成立に伴いまして、遠賀町の農業委員会

の規則を確認しましたところ、遠賀町農地利用最適化推進委員

の選任に関する規則について、成年被後見人等の欠格条項がご

ざいましたので、今回その項目について削除を行いたいと思い

ますので、案件として挙げさせていただいております。なお、

同じ条文中に推進委員の資格について「農地利用の適正化の推

進に熱意と見識を有する者」とありますので、削除後も特段影

響等は無いものと思われます。また、農業委員に関する規則等

につきましては、町長部局の法令となっておりますので、そち

らで対応をいたします。以上です。  

 

議長     それでは、付議案件①を議題に供します。  

本件について発言のある委員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長      無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件①農用地利用集積計画の承認について、原案のとおり

承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長      賛成７名で付議案件①は承認されました。  

 

議長      次に付議案件②を議題に供します。  

 

事務局    本件について発言のある委員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長      無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件②遠賀町農地利用最適化推進委員の選任に関する規

則の一部改正について原案のとおり承認される農業委員の挙

手を求めます  
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【挙手の人数を確認】  

 

議長      賛成７名で付議案件②は承認されました。  

 

議長     それでは、その他の案件について事務局より説明をお願いしま

す。  

 

事務局    農業委員会通信１０月号記事内容について説明。  

          

全国農業会議所から送付された活動記録簿の記載例について  

説明。  

 

８月２８日の大津町からの研修について中止の報告。  

 

議長     はい、それではその他皆さんの方からございませんでしょうか。 

 

    農業委員会通信の内容について質疑応答。  

 

    農地中間管理機構事業について質疑応答。  

 

議長     他に何もなければ終わりたいと思いますが。  

 

        【ありません。】の声  

       

      無いようでございますので、以上をもって、第２７回遠賀町農

業委員会総会を閉会いたします。ありがとうございました。  

       

 

閉  会   ９時  ８分  


